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漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領 

 

 

２０水管第２９０８号 

平成２１年４月１ 日 

水 産 庁 長 官 通 知 

（最終改正  令和８年４月７日付け７水推第１６５２号） 

 

 

第１ 趣旨 

この事業は、産地市場の価格の低迷、燃油や資材価格の高騰によるコストの増大、

漁船の高船齢化、国際規制の強化、サンマ、スルメイカ、サケ等の長期的不漁等の中

で、生産体制が脆弱化した漁業（養殖業を含む。以下同じ。）について緊急に構造改革

をすすめ、将来にわたり水産物の安定供給を担う経営体を育成するため、中央及び地

域に官民連携による漁業改革推進集中プロジェクトを立ち上げ、収益性重視の経営体

へ転換するための改革計画又は操業転換方針（以下「改革計画等」という。）の策定

及びその認定を行うものである。 

 

第２  中央プロジェクト本部運営事業 

１ 中央プロジェクト本部の設置 

水産業体質強化総合対策事業費補助金交付等要綱（令和４年３月２８日付け３水推第

１４３３号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。）第３の１の（１）

のアの（ア）の中央プロジェクト本部の設置は、以下に定めるところによる。 

（１）組織 

ア 中央協議会 

（ア）中央協議会の委員は生産、流通、造船、経営、研究、資源管理等の幅広い

分野から選任するものとし、特定分野に偏らないよう組織するものとする。 

（イ）中央協議会に会長１人を置き、委員の互選によってこれを決めるものとす

る。 

（ウ）会長は、中央協議会の会務を総理するものとする。 

（エ）中央協議会には、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に

おける会長の職務を代理する者を定めておかなければならないものとする。 

（オ）委員の任期は１年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

（カ）委員は、再任されることができるものとする。 

（キ）委員が破産の宣告を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、解任さ

れるものとする。 

（ク）委員が心身の故障のため職務の執行ができないとき、又は委員に職務上の

義務違反その他委員たるに適しない非行があるときは、解任されるものとす

る。 

（ケ）中央協議会には、専門的な事項を処理するための専門部会を設置できるも

のとする。 

（コ）中央協議会は、交付等要綱第３の１の（１）のアの（ウ）に基づき、マーケッ

トイン型養殖業・生産管理評価委員会（以下「評価委員会」という。）を設

置、評価委員会は委任事項を処理する。評価委員会の委員は養殖、流通、
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金融、経営の分野から組織し、本項（イ）から（ク）の規定を準用し、「会

長」を「委員長」と読み替える。 

イ 事務局 

事業主体は、漁業構造改革総合対策事業の適切かつ円滑な運営のため、専属

の事務局を設置するものとする。 

（２）手続等 

ア 事業主体は、中央プロジェクト本部を設置しようとするときは、別紙様式例 １

を参考に中央プロジェクト本部設置要綱を作成の上、別記様式第１号により水

産庁長官に申請し、その承認を受けるものとする。 

イ 中央プロジェクト本部設置要綱には、少なくとも以下の事項を定めるものとす

る。 

（ア）中央協議会の組織、職務及び運営 

（イ）事務局の組織及び職務 

（ウ）中央協議会委員名簿及び事務局員責任者の氏名 

ウ 事業主体は、水産庁長官の承認を受けた中央プロジェクト本部設置要綱を変更

しようとする場合には、アに準じて処理するものとする。 

エ 事業主体は、別記様式第２号により、年度ごとに中央プロジェクト本部運営事

業の実施計画を作成の上、水産庁長官に申請し、その承認を受けるものとする。 

オ 水産庁長官は、必要と認めるときは、事業主体に対し、中央プロジェクト本部

の運営の改善に必要な措置を講ずるよう指示するものとする。 

カ 水産庁長官は、オによる指示にもかかわらず、中央プロジェクト本部の運営が

改善されない場合には、アの承認を取り消すことができるものとする。 

 

２  改革計画の認定及び検証 

交付等要綱第３の１の（１）のアの（イ）の改革計画の認定及び検証手続は、以

下に定めるところによる。 

（１）事業主体は、新規認定可能予算額（既に認定を受けている改革計画に基づき実

施中又は実施予定の実証事業に必要な助成見込額を基金残高見込額から除いた余

剰見込額をいう。以下同じ。）について、過去実績等を勘案して適切に算出し、そ

の額について水産庁に協議するものとする。 

（２）事業主体は、水産庁と協議した新規認定可能予算額、第３の３の（２）の改革

計画書の提出期限その他の条件を設定し、水産庁が中央協議会及び事業主体に協

議のうえ定める審査基準とともに事業主体のホームページ上で示し、改革計画を

公募する。 

（３）事業主体は、公募結果を水産庁に通知し、提出があった改革計画書を中央協議

会に諮るものとする。 

（４ ）中央協議会が、当該改革計画について交付等要綱第３の１の（１）のアの（イ）の

基準を満たすものと認めて認定を行おうとするときは、事業主体は別記様式第３号

により水産庁長官に協議するものとする。 

（５）前項の協議の際、事業主体は、当該改革計画について実施予定の実証事業に要す

る全事業期間における助成見込総額を適切に算出し、算出根拠資料を添付して、新

規認定可能予算額の範囲内において協議するものとする。複数の改革計画について

認定を行おうとする場合は、中央協議会による審査に基づき改革計画ごとに順位付

けを行った上で水産庁長官に協議するものとする。 
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（６）なお、中央協議会における漁船漁業に関する改革計画の認定にあたっては、以

下の項目が含まれる審査基準により審査するものとする。 

ア  収益性向上のための操業・生産体制の改革に関する事項（新規性、実証価値、

波及効果、ICT技術の活用による操業効率化等） 

イ 資源管理に関する事項（数量管理の高度化、漁獲報告の電子化等） 

ウ 省エネに関する事項（燃油使用量削減等） 

エ 漁船の安全性、居住性及び作業性並びに乗組員の労働環境改善に関する事項 

（７）交付等要綱第３の１の（１）のイの地域プロジェクト運営者との間で、以下の

いずれかの利害関係がある中央協議会の委員は、事務局にその旨を申し出ること

とし、当該地域プロジェクト運営者が策定した改革計画の審査に加わることはで

きないこととする。 

ア 中央協議会の委員自身が、当該改革計画の参加者等名簿に記載されている場

合 

イ 中央協議会の委員自身が、当該改革計画の審査の日から起算して過去１年以

内に、地域プロジェクト運営者から謝金・給与等の報酬や寄附を定期的に得て

いる場合 

ウ その他、当該改革計画の審査の公平性の確保に支障を生じさせる特別の利害

関係があると認められる場合 

（８）中央協議会は、当該改革計画について、審査の結果、その内容が一定の水準に

達していない場合は認定を行わないこととする。 

（９）事業主体は、水産庁長官から当該改革計画を認定することについて異存がない

旨の通知を受けたときは、改革計画の申請者に対して別記様式第４号により当該

改革計画が中央協議会に認定されたことを通知するものとする。 

また、水産庁長官から（４）の協議内容又は当該改革計画について変更の指示

があったときは、再度中央協議会に諮るものとする。 

（10）交付等要綱第３の１の（１）のアの（イ）により認定を受けた改革計画（以下

「認定改革計画」という。）についての変更の申請があったときは、事業主体は水

産庁と協議の上、中央協議会に諮り、変更内容が妥当とされた場合は（３）から

（８）までに準じて処理するものとする。 

（ 11）事業主体は、認定改革計画の実施状況について適宜調査を行い、その結果、当該

認定改革計画の進捗が著しく遅れており、又はその実施内容に当該認定改革計画と

齟齬があると認められる場合には、水産庁長官に協議の上、当該認定改革計画を取

り消すことができるものとする。 

（ 12）事業主体は、認定改革計画に基づいて実施された実証事業の実証結果等につい

て中央協議会に報告し、中央協議会の検証を受け、公表するものとする。 

 

３  操業転換方針の認定及び検証 

交付等要綱第３の１の（１）のアの（イ）の操業転換方針（以下「転換方針」という。）の

認定及び検証手続は、以下に定めるところによる。 

（１）事業主体は、第３の３の（２）の改革計画等のうち転換方針の提出があったと

きは、速やかに中央協議会にこれを諮るものとする。 

（２）中央協議会が、当該転換方針について交付等要綱第３の１の（１）のアの（イ）

の基準を満たすものと認めて認定を行おうとするときは、事業主体は別記様式第

３号により水産庁長官に協議するものとする。 

（３）なお、中央協議会における転換方針の認定にあたっては、以下の項目が含まれ

る審査基準により審査するものとする。 

  ア 海洋環境の変動に対応した操業転換に関する事項（漁業種類や漁獲目的魚種
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の転換、養殖業との兼業等） 

  イ 操業コスト削減のための効率化に関する事項（協業化、経営統合等） 

  ウ 収益性向上のための操業から販売までの改革に関する事項（操業の効率化、

付加価値向上、販売方法の工夫等） 

（４）交付等要綱第３の１の（１）のイの地域プロジェクト運営者との間で、以下の

いずれかの利害関係がある中央協議会の委員は、事務局にその旨を申し出ること

とし、当該地域プロジェクト運営者が策定した転換方針の審査に加わることはで

きないこととする。 

ア 中央協議会の委員自身が、当該転換方針の参加者等名簿に記載されている場

合 

イ 中央協議会の委員自身が、当該転換方針の審査の日から起算して過去１年以

内に、地域プロジェクト運営者から謝金・給与等の報酬や寄附を定期的に得て

いる場合 

ウ その他、当該転換方針の審査の公平性の確保に支障を生じさせる特別の利害

関係があると認められる場合 

（５ ）中央協議会は、当該転換方針について、審査の結果、その内容が一定の水準に

達していない場合は認定を行わないこととする。  

（６）事業主体は、水産庁長官から当該転換方針を認定することについて異存がない

旨の通知を受けたときは、転換方針の申請者に対して別記様式第４号により当該

転換方針が中央協議会に認定されたことを通知するものとする。 

また、水産庁長官から（２）の協議内容又は当該転換方針について変更の指示

があったときは、再度中央協議会に諮るものとする。 

（７）交付等要綱第３の１の（１）のアの（イ）により認定を受けた転換方針（以下

「認定転換方針」という。）についての変更の申請があったときは、事業主体は

水産庁と協議の上、中央協議会に諮り、変更内容が妥当とされた場合は（１）か

ら（５）までに準じて処理するものとする。 

（８）事業主体は、認定転換方針の実施状況について適宜調査を行い、その結果、当

該認定転換方針の進捗が著しく遅れており、又はその実施内容に当該認定転換方

針と齟齬があると認められる場合には、水産庁長官に協議の上、当該認定転換方

針を取り消すことができるものとする。 

（９）事業主体は、認定転換方針の実施状況等について中央協議会に報告し、中央協

議会の検証を受け、公表するものとする。 

 

４  地域プロジェクト等に対する指導・助言等 

交付等要綱第３の１の（１）のアの（エ）の指導・助言等は、以下に定めるとこ

ろによる。 

（１）事業主体は、第３の地域プロジェクト運営事業に取り組もうとする地域・グル

ープ等を支援するため、相談窓口を設けるとともに、主要漁業地域での説明会等

を行うものとする。 

（２）事業主体は、交付等要綱第３の１の（１）のイの地域プロジェクト運営事業を

行う者（以下「地域プロジェクト運営者」という。）等の要請に基づき、認定改革

計画又は認定転換方針（以下「認定改革計画等」という。）の策定・実施・実証

結果の検証及び地域プロジェクト等の活動の促進のため、専門家の派遣、消費流

通動向等の調査・研究及び漁船や供給システムの設計等の支援を行うことができ

るものとする。 

（３）事業主体は、（１）及び（２）を行うに当たり、あらかじめその事務手続等に

関する規定を作成し、別記様式第５号により水産庁長官の承認を受けるものとす
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る。 

（４）事業主体は、地域プロジェクト運営者に対して、認定改革計画等の定期的な履

行状況の把握及び実証結果の検証に係る指導を行うものとする。 

 

５ 養殖事業性・適正生産管理ガイドラインの策定及び養殖業改善計画の認定等 

交付等要綱第３の１の（１）のアの（ウ）の手続は、以下に定めるところによる。 

（１ ）事業主体は、交付等要綱第３の１の（１）のアの（ウ）の（ⅰ）に規定する養 

殖業の事業性及び適正な生産管理を評価するためのガイドライン（以下「ガイドラ

イン」という。）の策定・更新に必要な調査を行い、ガイドラインの原案 

（更新原案を含む。以下同じ。）を作成する。事業主体は、調査の実施及び原案の

作成のため、外部専門機関にその業務を委託することができる。 

（２）評価委員会は、交付等要綱第３の１の（１）のアの（ウ）の（ｉ）に基づき、ガイ

ドラインの原案について、国内外の水産物需要の変化に対応した養殖業の成長産業

化を実現するため、養殖経営体（複数の養殖経営体等で構成されるグループを含

む。以下同じ。）が経営効率化や生産管理の徹底を図りながら、プロダクトアウト型

養殖業からマーケットイン型養殖業、自然・社会環境の変化に対応した適正な養殖

管理を行う養殖業又は天然資源や漁場環境に負荷をかけない持続可能な養殖業へ意

識改革・転換が図られるものとなっている場合には承認する。 

（３）事業主体は、交付等要綱第３の１の（１）のアの（ウ）の（ⅱ）に規定する養殖

業改善計画の作成及び外部評価について、その実施を事業主体のホームページ及

びその他の方法で期間、対象養殖業、採択数及びその他の条件を定め年に１回以

上公募する。事業主体は、養殖経営体から別記様式第１８号により養殖業改善計画

の作成・外部評価の助成金交付申請を受付け、公募終了後、評価委員会に提出す

る。 

（４）評価委員会は、交付等要綱第３の１の（１）のアの（ウ）の（ⅱ）に基づき、事

業主体が定める採点基準に基づき審査し、養殖業改善計画の作成及び作成に必要

な外部評価の支援申請に係る認定を行う。事業主体は、評価委員会の決定を遅滞

なく応募者に通知し、採択された養殖経営体に対し、事業主体は、別記様式第１

９号により当該助成金交付を決定する旨の通知を行うものとする。 

（５）(10)又は（12）の養殖経営体との間で、以下のいずれかの利害関係がある評価委員会の委

員は、事務局にその旨を申し出ることとし、当該養殖経営体が作成した養殖業改善計画又は

養殖業再建計画の審査に加わることはできないこととする。  

ア 評価委員会の委員自身が、当該養殖業改善計画又は養殖業再建計画の参加者等名簿に記

載されている場合 

イ 評価委員会の委員自身が、当該養殖業改善計画又は養殖業再建計画の審査の日から起算

して過去１年以内に、当該養殖経営体から謝金・給与等の報酬や寄附を定期的に得ている

場合 

ウ その他、当該養殖業改善計画又は養殖業再建計画の審査の公平性の確保に支障を生じさ

せる特別の利害関係があると認められる場合 

（６）養殖経営体は、経済的な都合等により概算払いにより助成金の交付を受けよう

とする場合には、別記様式第２０号により概算払請求書により請求するものとす

る。 

（７）事業主体は、概算払請求書の提出があった場合には、これに基づき助成金を交

付することができるものとする。なお、助成金の上限額は 100万円以下とする。以

下、この項において同じ。 

（８）養殖経営体は、外部評価終了後、別記様式第２１号の精算払請求書に外部評価

書を添付して事業主体に助成金の交付を請求するものとする。 

（９）事業主体は、外部評価書の内容を審査し、適切と認められたときは、助成金の
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額を確定し、別記様式第２２号により養殖経営体に通知するとともに、助成金を交

付するものとする。 

（10）養殖経営体は、別記様式第２３号に外部評価を踏まえて作成した養殖業改善計

画を添付して事業主体に提出することができる。 

（11）事業主体は、養殖経営体が外部評価を踏まえて作成した養殖業改善計画の提出

があった場合には評価委員会に提出する。評価委員会は、交付等要綱第３の１の 

（１）のアの（ウ）の（ⅲ）に基づき、事業主体が定めた採点基準を踏まえて養殖

業改善計画を審査し、養殖業改善計画を認定（以下、「認定養殖業改善計画」と

いう。）する。事業主体は別記様式第２４号により認定書を通知する。 

    （12）令和６年能登半島地震で被災した養殖業経営体は、別記様式第２５号に作成した養殖

業再建計画を添付して事業主体に提出することができる。 

    （13）事業主体は、令和６年能登半島地震で被災した養殖経営体が作成した養殖業再建計画

の提出があった場合には、事業主体が定めた基準を踏まえて審査し、承認（以下「承

認養殖業再建計画」）する。事業主体は、別記様式２６号により承認書を通知する。 

（14）認定養殖業改善計画又は承認養殖業再建計画の変更の申請があった場合には、事  

業主体は、（１）から（４）までに準じて処理するものとする。 

（15）評価委員会は、交付等要綱第３の１の（１）のアの（ウ）の（ⅳ）に基づき、認定

養殖業改善計画又は承認養殖業再建計画の実施状況について関係機関と協力して

定期的に調査を行い、その結果、当該認定養殖業改善計画又は承認養殖業再建計

画の進捗が著しく遅れており、又はその実施内容に当該計画と齟齬があると認め

られる場合には、事業主体に対して当該認定養殖業改善計画又は承認養殖業再建

計画を取り消すことを勧告できる。また、評価委員会から勧告を受けた事業主体

は、当該認定養殖業改善計画又は承認養殖業再建計画を取り消すことができる。 

（ 16 ）事業主体は、マーケットイン型養殖業等実証事業の結果等について評価委員会

に報告し、評価委員会の評価・検証を受けるものとする。 

（ 17 ）事業主体は、交付等要綱第３の１の（１）のアの（ウ）の（ⅴ）及び（ⅵ）に係

る業務の運営について専門的な知見を持つ者に委託することができる。 

（ 18 ）評価委員会技術開発部会は、交付等要綱第３の１の（１）のアの（ウ）の（ⅴ）

に基づき、事業主体が定める採点基準に基づき技術開発計画を審査し、認定を行 

う。事業主体は、評価委員会技術開発部会の審査結果を遅滞なく応募者に通知す 

る。 

（19）交付等要綱第３の１の（１）のアの（ウ）の（ⅴ）又は（ⅵ）の養殖業技術開発計画又は養

殖ビジネス計画の応募者との間で、以下のいずれかの利害関係がある評価委員会技術開発部会

又は養殖連携部会の委員は、事務局にその旨を申し出ることとし、当該応募者が作成した養殖

業技術開発計画又は養殖ビジネス計画の審査に加わることはできないこととする。 

ア 評価委員会技術開発部会又は養殖連携部会の委員自身が、当該養殖業技術開発計画又は養

殖ビジネス計画の参加者等名簿に記載されている場合 

イ 評価委員会技術開発部会又は養殖連携部会の委員自身が、当該養殖業技術開発計画又は養

殖ビジネス計画の審査の日から起算して過去１年以内に、当該応募者から謝金・給与等の報

酬や寄附を定期的に得ている場合 

ウ その他、当該養殖業技術開発計画又は養殖ビジネス計画の審査の公平性の確保に支障を生

じさせる特別の利害関係があると認められる場合 

（ 20 ）評価委員会養殖連携部会は、交付等要綱第３の１の（１）のアの（ウ）の（ⅵ）

に基づき、事業主体が定める採点基準に基づき養殖ビジネス計画を審査し、認定を

行う。事業主体は、交付等要綱第３の１の（１）のアの（カ）に基づき、産官学金

の異なる知見を有する様々な業種からなる養殖プラットフォームを構築するととも

に、評価委員会養殖連携部会の養殖ビジネス計画に係る審査結果を遅滞なく応募者

に通知する。 
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６ 実施結果報告 

事業主体は、別記様式第６号によりこの事業の実施結果について、毎事業年度終

了後６０日以内に水産庁長官宛てに提出するものとする。 

 

第３  地域プロジェクト運営事業 

１ 助成金の交付 

交付等要綱第３の１の（１）のイの助成金の交付手続は、以下に定めるところに

よる。 

（１）地域プロジェクト運営者は、２の（２）のエにより地域プロジェクト運営事業

の実施計画の承認を受けた場合には、速やかに事業主体に対して別記様式第７号

により助成金の交付申請を行い、その了承を得るものとする。 

（２）事業主体は、地域プロジェクト運営者から助成金の交付申請があった場合には、

その内容を確認し、妥当と認めるときは、当該地域プロジェクト運営者に対して 

別記様式第８号により当該助成金交付を決定する旨の通知を行うものとする。 

（３）地域プロジェクト運営者は、経済的な都合等により概算払により助成金の交付

を受けようとする場合には、別記様式第９号により概算払請求書により請求する

ものとする。 

（４）事業主体は、概算払請求書の提出があった場合には、これに基づき助成金を交

付することができるものとする。 

（５）地域プロジェクト運営者は、事業終了後、別記様式第１０号の精算払請求書に  

２の（２）のカの事業実施結果報告書を添付して事業主体に助成金の交付を請求 

するものとする。 

（６）事業主体は、事業実施結果報告書の内容を審査し、適切と認められたときは、

助成金の額を確定し、別記様式第１１号により地域プロジェクト運営者に通知す

るとともに、助成金を交付するものとする。 

（７）地域プロジェクト運営者は、受け取った助成金について適切に管理するものと

する。 

（８）事業主体は、地域プロジェクト運営者に交付した助成金が適切に使用されてい

るか確認するため、適宜地域プロジェクト運営者に対して監査を行うものとする。

また、水産庁長官は、監査の状況及びその結果の報告を求めることができるもの

とする。 

 

２ 地域プロジェクトの設置 

交付等要綱第３の１の（１）のイの（ア）の地域プロジェクトの設置については、

以下に定めるところによる。 

（１）組織 

ア 地域協議会 

（ア）地域協議会に会長１人を置き、委員の互選によってこれを決めるものとす

る。 

（イ）会長は、地域協議会の会務を総理するものとする。 

（ウ）地域協議会には、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に

おける会長の職務を代理する者を定めておかなければならないものとする。 

（エ）委員の任期は３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

（オ）委員は、再任されることができるものとする。 

（カ）委員が破産の宣告を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、解任さ

れるものとする。 
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（キ）委員が心身の故障のため職務の執行ができないとき、又は委員に職務上の

義務違反その他委員たるに適しない非行があるときは、解任されるものとす

る。 

（ク）地域協議会には、その円滑な運営のため、課題ごと、漁業種類ごと又は地

域ごとの部会を設置することができるものとする。 

イ  中小漁業経営支援協議会 

交付等要綱第３の１の（１）のイの（カ）の中小漁業経営支援協議会の設置に

ついては、中小漁業経営支援協議会について（平成２１年４月１日付け２０水

管第２９０９号水産庁長官通知）に定めるところによるものとする。 

（２）手続等 

ア 地域プロジェクト運営者は、地域プロジェクトを設置しようとするときは、別

紙様式例２を参考に地域プロジェクト設置要綱を作成の上、別記様式第１２号

により水産庁長官に申請し、その承認を受けるものとする。 

イ 地域プロジェクト設置要綱には、少なくとも以下の事項を定めるものとする。 

（ア）地域協議会の組織、職務及び運営 

（イ）事務局の組織及び職務 

（ウ）地域協議会の委員及び事務局員責任者 

ウ  地域プロジェクト運営者は、水産庁長官の承認を受けた地域プロジェクト設 

 置要綱を変更しようとする場合には、アに準じて処理するものとする。ただし、

イの（ウ）に規定する事項のみの変更の場合には、速やかに水産庁長官へ報告す

ることで足りるものとする。 

エ 地域プロジェクト運営者は、別記様式第１３号により、毎年度の地域プロジェ

クト運営事業の実施計画を作成の上、水産庁長官に申請し、その承認を受ける

ものとする。なお、事業計画を有しないことについて、別記様式第１４号によ

り報告を行っている場合は、この限りでない。なお、当該実施計画が我が国水

産業の競争力強化に資する場合、水産庁長官は、当該実施計画の承認において、

その旨を明記するものとする。 

オ  地域プロジェクト運営者は、エの承認を受けた実施計画を変更する場合には、

エに準じて処理するものとする。ただし、承認された総経費の３ ０％以上の増 

減を伴わない軽微な変更を行おうとする場合には、事前に水産庁及び事業主体と

協議の上、速やかに水産庁長官へ報告することで足りるものとする。 

カ  地域プロジェクト運営者は、別記様式第１４号により事業実施結果報告書を

作成し、毎年事業終了後３０日以内に水産庁長官に提出するものとする。 

キ  水産庁長官は、必要と認めるときは、地域プロジェクト運営者に対し、地域

プロジェクトの運営の改善に必要な措置を講ずるよう指示するものとする。 

ク  水産庁長官は、キによる指示にもかかわらず、地域プロジェクトの運営が改

善されない場合には、ア又はエの承認を取り消すことができるものとする。 

ケ ア及びウからカまでの申請は、事業主体を経由して提出するものとする。 

 

３  改革計画等の作成及び実施 

交付等要綱第３の１の（１）のイの（ウ）及び（エ）の改革計画等の作成は、以

下に定めるところによる。 

（１）もうかる漁業創設支援事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０

６号水産庁長官通知）第１の１の（１）、（２）及び（４）の実証事業に係る改

革計画は別添１に、同第１の１の（３）の実証事業に係る転換方針は別添２によ

るものとする。 

（２）地域プロジェクト運営者は、策定した改革計画等の認定を受けようとする場合
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には、別記様式第１５号に（１）の改革計画書等を添付して、改革計画にあって

は事業主体が公募に当たり提示する提出期限までに、転換方針にあっては随時、

中央協議会に提出するものとする。 

（３）地域プロジェクト運営者は、事業期間中に認定改革計画等を変更しようとする場 

合には、別記様式第１６号に変更後の改革計画書等を添付して中央協議会に提出

し、その認定を受けなければならない。 

（４）改革計画等は、２の（１）のアの（ク）により設けた部会ごとに作成すること

ができるものとする。 

（５）地域プロジェクト運営者は、認定改革計画等の実施状況についておおむね６ヶ

月ごとに把握し、収益性向上のための効果的な事業実施に必要な指導及び助言を

行うとともに、毎年度、その状況を取りまとめ、事業主体へ報告するものとする。 

 

４  助成金交付実績報告 

事業主体は、別記様式第１７号により、地域プロジェクト運営者に対して交付し

た助成金の実績を、毎事業年度終了後６０日以内に水産庁長官宛てに提出するもの

とする。 

第４  守秘義務 

事業主体及び地域プロジェクト運営者の役職員並びに中央協議会及び地域協議会

の委員及び事務局員は、本事業の実施に当たり、漁業者、金融機関等から入手した

本事業に参加する漁業者に係る財務資料等の情報を厳格に管理するとともに、その

職務上知ることができた情報を漏らし、又は盗用してはならない。これらの職にあ

った者についても同様とする。 

 

 

附  則 

漁船漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領（平成１９年３月３０日付け１

８水管第４２２１号水産庁長官通知）第３の２の（２）のエの規定に基づき行われた平

成２１年度の地域プロジェクト運営事業の実施計画の申請は、本実施要領第３の２の

（２）のエの規定に基づき行われたものとみなす。 

 

漁船漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水

管第２９０８号水産庁長官通知）第２の１の（２）のエの規定に基づき行われた平成２

１年度の中央プロジェクト本部運営事業の実施計画及び第３の２の（２）のエの規定に

基づき行われた平成２１年度の地域プロジェクト運営事業の実施計画の申請は、本実施

要領第２の１の（２）のエ又は第３の２の（２）のエの規定に基づき行われたものとみな

す。 

 

附  則（平成２７年２月３日２６水管第２１９１号） 

１  この要領は、平成２７年２月３日から施行することとする。 

２ この要領による改正後の第２の２及び３並びに第３の改革計画に基づいて実施される実

証事業の検証及び報告等に関する規定については、この要領の施行前に認定を受けた

改革計画に基づく事業についても適用する。 

 

附 則（平成２８年４月１日２７水推第１３０６号）

１ この通知は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この通知による改正前の実施要領の第２の１の（１）のアの（ア）の規定により選任

された委員の任期については、なお従前の例による。 
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附 則（平成２９年３月２８日２８水推第１３０５号）  

１ この通知は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この通知による改正後の実施要領の第３の２の（２）のカの報告等に関する規定につ

いては、改正前の実施要領第３の２の（２）の規定により設置された地域プロジェク

トに関する報告等についても適用する。 

 

附 則（平成３０年２ 月１日２９水推第１０８３号） 

１ この通知は、平成３０年２月１日から施行する。 

２ この通知の施行前に認定を受けた改革計画に基づく事業の取扱いについては、なお従

前の例によるものとする。 

 

 

附 則（平成３０年３ 月３０日２９水推第１ ２２４号）  

１ この通知は、平成３０年４月１日から施行する。 

２  この通知の施行前に認定を受けた改革計画に基づく事業の取扱いについては、なお

従前の例によるものとする。 

 

附 則（平成３１年３ 月２９日３０水推第１ ２５０号） 

１ この通知は、平成３１年４月１日から施行する。 

２  この通知の施行前に認定を受けた改革計画に基づく事業の取扱いについては、なお

従前の例による。 

 

附  則（令和２年４月１日元水推第１０９０号）    １ 

この通知は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 単年度補助事業から基金事業への移行における経過措置として、令和元年度予算に

係る実施要綱第３の１の（１）の事業の取扱いについては、なお従前の例によるも

のとする。ただし、改正後の第２の２の（６）の実証結果報告に係る規定は、この通知

の施行後に終了した実証事業について適用する。 

３ 単年度補助事業から基金事業への移行における経過措置として、令和２年度に限り、

この通知の施行前に認定を受けた改革計画に基づく実施要綱第３の１の（２）の事

業の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。ただし、当該期間中に新

たな事業期間を開始する場合、この通知によることができる。 

 

附  則（令和３年１月２８日２水推第１３１４号）      １ 

この通知は、令和３年１月２８日から施行する。 

２ この通知の施行前に認定を受けた改革計画に基づく事業についても、この通知を適

用する。 

３ この通知の施行の際現にあるこの通知による改正前の様式（次項において「旧様式」

という。） により使用されている書類は、この通知による改正後の様式によるものと

みなす。 

４ この通知の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り

繕って使用することができる。 

 

附  則（令和３年１２月２０日３水推第１２３４号）  １ 

この通知は、令和３年１２月２０日から施行する。 

２ この通知の施行前に認定を受けた改革計画に基づく事業の取扱いについては、なお

従前の例による。 
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３ この通知による改正後の実施要領第３の２の（２）のオの実施計画の変更等に関す

る規定については、改正前の実施要領の規定により承認を受けた地域プロジェクト

運営事業の実施計画について適用する。 

 

附   則（令和４年３月２８日３水推第１４６７号）    １ 

この通知は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この通知の施行前に認定を受けた改革計画に基づく事業の取扱いについては、なお

従前の例による。 

 

附   則（令和６年１月２５日付け５水推第１５６７号）  

      この通知は、令和６年１月２５日から施行する。 

 

附   則（令和６年３月２９日付け５水推第１７７１号）  

      この通知は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附   則（令和６年１２月１７日付け６水推第１２９７号）  

      この通知は、令和６年１２月１７日から施行する。 

 

附   則（令和７年３月３１日付け６水推第１５９５号）  

      この通知は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附   則（令和７年１２月１６日付け７水推第１４３６号）  

      この通知は、令和７年１２月１６日から施行する。 

 

附   則（令和８年４月７日付け７水推第１６５２号）  

      この通知は、令和８年４月７日から施行する。 
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【別記様式第１号】 

 

中央プロジェクト本部設置申請書 

 

番 号 

年 月 日 

 

水産庁長官 殿 

 

事業主体の住所 

名称及び代表者の氏名 

今般、漁業の構造改革を推進するため、別紙のとおり中央プロジェクト本部設置要
綱を定め、これに基づき漁業改革推進集中プロジェクト中央本部を設置したいので、
漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管
第２９０８号水産庁長官通知）第２の１の（２）のアの規定に基づき、承認を申請し
ます。 
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【別記様式第２号】  
 

中央プロジェクト本部運営事業実施計画承認申請書   

番

年 

 

月 

号

日 

水産庁長官 殿 
  

事業主体の住所  
名称及び代表者の氏名 

  

 
令和 年度の中央プロジェクト本部運営事業の実施計画を下記のとおり策定したので、

漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管
第２９０８号水産庁長官通知）第２の１の（２）のエの規定に基づき、承認を申請しま
す。 

記 

１．事業の必要性及び令和 年度の事業方針 

２．中央協議会開催計画  
 

開催時期  協議内容   備 考 

   

   

   

   

 

３ ． 養殖事業性・生産管理評価委員会 

（１）開催計画 

開催時期  協議内容   備 考 

   

   

   

   

 

（２）養殖事業性・生産管理ガイドラインの作成・更新計画  

作成（更新）時期 ガイドラインの種類  備 考 
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（３）養殖業改善計画の作成・外部評価の公募計画  

公募時期  公募内容  備 考 

   

   

（ ４ ） 養殖業技術開発計画の公募計画 

公募時期  公募内容  備 考 

   

   

※別紙の添付でも可。  

（５）養殖業ビジネス計画の公募計画  

公募時期  公募内容  備 考 

   

４．養殖プラットフォーム活動計画  

時期  内容  備 考 

   

５ ．経費の配分計画 

経費区分 事業費 備 考 

資源管理・漁業改革推進基金  

うち資源管理・漁業革新推進勘定

うち競争力強化型勘定 

合 計 

  

 

 

６ ．その他 

 

 

※ 添付書類として、別添「みどりチェック」チェックシートに記載された各取組について、事業

実施期間中に実施する旨をチェックしたものを添付すること。 
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別添 

「みどりチェック」 チェックシート（民間事業者・自治体等向け） 

事業名 
 

Ver.3.1 

組織名 
  

代表者名 
 

↓該当する方に〇 

住所 
 申請時 

（します） 

 

連絡先 
 報告時 

（しました） 

 

 

・交付申請時に、全ての項目にチェックを入れ、事業実施期間中に各項目の内容に取り組んでください。 解説書 

・実績報告時に、取り組んだ項目にチェックをして提出してください。 

・各項目において、どのような取り組みを行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧ください。 

・※の記載内容に「該当しない」場合は□にチェックしてください。 

 

チェック 環境関係法令の遵守 

□ ① みどり食料システム戦略の理解 

□ ② 関係法令の遵守 

□ ③ 環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める 

□ ④ 正しい知識に基づく作業安全に努める 

□ エネルギーの節減、適正な施肥、適正な防除 

□ ⑤ 
省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしない（照明、空調、ウォームビズ・

クールビズ、燃費効率のよい機械の利用等）ように努める 

□ ⑥ 環境負荷低減に配慮した商品、原料、農産物等の調達を検討 

□ 悪臭及び害虫の発生防止 

□ ⑦ 
※肥料・飼料等の製造を行う場合（該当しない □ ） 

悪臭・害虫の発生防止・低減に努める 

□ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分 

□ ⑧ プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理 

□ ⑨ 資源の再利用を検討 

□ 生物多様性への悪影響の防止 

□ ⑩ 
※生物多様性への影響が想定される工事等を実施する場合（該当しない □ ） 

生物多様性に配慮した事業実施に努める 

□ ⑪ 
※特定事業場である場合（該当しない □ ） 

排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守 

 

②関係法令の遵守について、対象は、肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）、農薬取締法（昭和23年

法律第82号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する

法律（平成12年法律第116号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成7年法律第112号）、水

質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、合法伐採木材等の流通及び利用の促進

に関する法律（平成28年法律第48号）とする。 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞ 

・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行いま

す。 

・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省等で使用し、 

ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。 

                           上記について、確認しました→ □ 
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【別記様式第３号】  

 

番 号 

年 月 日 

 

水産庁長官 殿 

 

事業主体の住所  

名称及び代表者の氏名 

○ ○地域プロジェクト等改革計画の認定に係る協議について  

令和  年  月  日付けで下記の地域プロジェクト等運営者から別添（写し）のとおり
改革計画の認定申請があり、令和 年 月 日の中央協議会においてこの計画の内容に
ついて審査した結果、当該改革計画を水産業体質強化総合対策事業費補助金交付等要
綱（令和４年３月２８日付け３水推第１４３３号農林水産事務次官依命通知）第３の１の（１）
のアの（イ）の認定をすることが妥当であるとされたことから、当該地域プロジェクト等
運営者に対し、別紙の認定書を交付したく、漁業改革推進集中プロジェクト運営事業
実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０８号水産庁長官通知）第２の２の
（４）の規定により協議します。 

※１ 操業転換方針の認定に係る協議の場合においては、様式中「改革計画」を「操
業転換方針」、「第２の２の（４）」を「第２の３の（２）」と置き換えること。 

※２ 地域プロジェクト等運営者から提出された計画書及び認定書（案）を添付する
こと。 
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【別記様式第４号】  

 

番 号 

年 月 日 

 

地域プロジェクト等運営者の名称

及び代表者の氏名 殿 

事業主体の住所  

名称及び代表者の氏名 

○○地域プロジェクト等改革計画の認定について  

令和  年  月  日付け（  番号  ）で貴殿から申請のあった改革計画については、令
和 年 月 日に開催された中央協議会の審査の結果、水産業体質強化総合対策事業費
補助金交付等要綱（令和４年３月２８日付け３水推第１４３３号農林水産事務次官依命通知）
第３の１の（１）のアの（イ）の認定をすることとされ、別紙認定書が発給されたので
通知する。  

※１ 操業転換方針の認定に係る通知の場合においては、様式中「改革計画」を「操
業転換方針」と置き換えること。 

※２ 認定書を添付のこと。 
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【別記様式第５号】  

 

番 号 

年 月 日 

 

水産庁長官 殿 

 

事業主体の住所  

名称及び代表者の氏名 

 

地域プロジェクト等に対する支援要領の制定に関する承認申請書 

 
水産業体質強化総合対策事業費補助金交付等要綱（令和４年３月２８日付け３水推第１

４３３号農林水産事務次官依命通知）第３の１の（１）のアの（ウ）に基づいて（事業主
体）が行う地域プロジェクト等に対する指導・助言等の支援について、別紙のとおり地
域プロジェクト等に対する支援要領を作成したので、漁業改革推進集中プロジェクト
運営事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０８号水産庁長官通知）第
２の４の（３）に基づき、承認を申請します。 
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【別記様式第６号】  

 

中央プロジェクト本部運営事業実施結果報告書  

 

番 号 

年 月 日 

 

水産庁長官 殿 

 

住 所 

名称及び代表者の氏名 

令和  年  月  日付けで承認のあった令和  年度の中央プロジェクト本部運営事業につ
いて、下記のとおり実施したので、漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領
（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０８号水産庁長官通知）第２の６の規定に
基づき事業の結果を報告します。  

記 

１．事業の実施概要  

 

 

２．中央協議会開催実績  
 

開催時期  協議内容   備 考 

   

   

   

   

３．地域プロジェクト等への指導・助言等の支援実績  

４ ． 養殖事業性・生産管理評価委員会 

（１）評価委員会
ア 開催実績 

開催時期  協議内容   備 考 

   

   

イ 養殖事業性・生産管理ガイドラインの作成・更新実績 

作成（更新）時期 ガイドラインの種類  備 考 
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ウ 公募実績 

公募時期  公募内容  備 考 

   

   

 

エ 外部評価の実績 

養殖経営体  内容 備 考 

   

   

 

オ 養殖業改善計画の認定実績 

養殖経営体名 内容 備 考 

   

   

 

カ マーケットイン型養殖業等実証事業の検証結果 

養殖経営体名 内容 備 考 

   

   

※ 別紙の添付でも可。  

（ ２ ） 技術開発部会

ア 公募実績 

公募時期  公募内容  備 考 

   

   

※別紙の添付でも可。  

イ 養殖業技術開発計画の認定実績 

提案者 内容 備 考 

   

   

※別紙の添付でも可。  
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（３）養殖業連携部会
ア 公募実績 

公募時期  公募内容  備 考 

   

※別紙の添付でも可。  

イ 養殖業ビジネス計画の認定実績 

提案者 内容  備 考 

   

※別紙の添付でも可。  

５．養殖プラットフォーム活動実績  

時期  内容  備 考 

   

※別紙の添付でも可。  

 

 

６ ．経費の配分実績 

経費区分 事業費 備考  

資源管理・漁業改革推進基金  

うち資源管理・漁業革新推進勘定

うち競争力強化型勘定 

合 計 

  

 

 

７ ．その他 

 
※ 添付書類として、別添「みどりチェック」チェックシートに記載された各取組について、事業

実施期間中に実施した旨をチェックしたものを添付すること。 
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別添 

「みどりチェック」 チェックシート（民間事業者・自治体等向け） 

事業名 
 

Ver.3.1 

組織名 
  

代表者名 
 

↓該当する方に〇 

住所 
 申請時 

（します） 

 

連絡先 
 報告時 

（しました） 

 

 

・交付申請時に、全ての項目にチェックを入れ、事業実施期間中に各項目の内容に取り組んでください。 解説書 

・実績報告時に、取り組んだ項目にチェックをして提出してください。 

・各項目において、どのような取り組みを行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧ください。 

・※の記載内容に「該当しない」場合は□にチェックしてください。 

 

チェック 環境関係法令の遵守 

□ ① みどり食料システム戦略の理解 

□ ② 関係法令の遵守 

□ ③ 環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める 

□ ④ 正しい知識に基づく作業安全に努める 

□ エネルギーの節減、適正な施肥、適正な防除 

□ ⑤ 
省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしない（照明、空調、ウォームビズ・

クールビズ、燃費効率のよい機械の利用等）ように努める 

□ ⑥ 環境負荷低減に配慮した商品、原料、農産物等の調達を検討 

□ 悪臭及び害虫の発生防止 

□ ⑦ 
※肥料・飼料等の製造を行う場合（該当しない □ ） 

悪臭・害虫の発生防止・低減に努める 

□ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分 

□ ⑧ プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理 

□ ⑨ 資源の再利用を検討 

□ 生物多様性への悪影響の防止 

□ ⑩ 
※生物多様性への影響が想定される工事等を実施する場合（該当しない □ ） 

生物多様性に配慮した事業実施に努める 

□ ⑪ 
※特定事業場である場合（該当しない □ ） 

排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守 

 

②関係法令の遵守について、対象は、肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）、農薬取締法（昭和23年

法律第82号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する

法律（平成12年法律第116号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成7年法律第112号）、水

質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、合法伐採木材等の流通及び利用の促進

に関する法律（平成28年法律第48号）とする。 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞ 

・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行いま

す。 

・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省等で使用し、 

ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。 

                           上記について、確認しました→ □ 
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【別記様式第７号】 

 

○○地域プロジェクト運営事業助成金交付申請書 

 

番 号 

年 月 日 

 

事業主体の名称 

及び代表者の氏名 殿 

 

住 所 

名称及び代表者の氏名 

令和  年  月  日付け（ 番号  ）で水産庁長官から承認のあった本組合（会）が行う○  
○地域プロジェクト運営事業に係る助成金について、漁業改革推進集中プロジェクト運営 
事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０８号水産庁長官通知）第３の１の（１）
に基づき下記のとおり交付を申請します。 

記 

１．助成金の額 
 

項目 必要な助成金の額 概算払い 備考 

 

 

合計 

円 有・無 
 

※ 概算払い有りに○をした場合には、備考欄に予定時期と理由を項目毎に記載すること。 

２．振込先 
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【別記様式第８号】   

地域プロジェクト運営事業助成金交付決定通知書  
  

番

年 
 
月 

号

日 

 

地域プロジェクト運営者の

名称及び代表者の氏名 殿 

事業主体の住所  

名称及び代表者の氏名 

令和  年  月  日付け（  番号  ）で申請のあった貴組合（会）が行う○○地域プロ
ジェクト運営事業に係る助成金について、下記のとおり交付することを決定したので、
漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管
第２９０８号水産庁長官通知）第３の１の（２）に基づき通知します。 

記 

※１ 事業主体は交付等要綱第３７に定める条件を付すこと。 
※２ 資源管理・漁業改革推進基金のうち助成金交付に充てる勘定を明記すること。  



25  

【別記様式第９号】  

令和 年度○○地域プロジェクト運営事業概算払請求書 

 

番 号 

年 月 日 

 

事業主体の名称  

及び代表者の氏名 殿 

 

住 所 

名称及び代表者の氏名 

令和 年 月 日付け（ 番号 ）で通知のあった交付決定通知書に基づき、下記の
とおり概算払により支払されたく、漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領
（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０８号水産庁長官通知）第３の１の（３）に
基づき請求します。  

 

記 

（単位： 円）  
 

 

項目   

交 付決 定 額 

(a) 

既受 領額  

(b) 

今回請求額  

(c) 

残額  

a-(b+c) 

 

備 考 

 

 

合計   
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【別記様式第１０号】  

令和 年度○○地域プロジェクト運営事業精算払請求書 

 

番 号 

年 月 日 

事業主体の名称  

及び代表者の氏名 殿 

 

住 所 

名称及び代表者の氏名 

令和 年  月  日付け（  番号  ） で水産庁長官から承認のあった本組合（会）が
行った令和年度の地域プロジェクト運営事業について、別紙のとおり水産庁長官に実
施結果を報告したので、漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領（平成２１
年 ４月１日付け２０水管第２９０８号水産庁長官通知）第３の１の（５）に基づき精
算額として金 円を請求します。  

 

記 

（単位：円）  
 

 

項目   

交 付決 定 額 

(a) 

既受 領額  

(b) 

今 回請求 額 

(c) 

不要額  

a-(b+c) 

 

備 考 

 

 

合計   
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【別記様式第１１号】  

令和 年度○○地域プロジェクト運営事業の助成金の額の確定通知 

番 号 

年 月 日 

地域プロジェクト運営者の

名称及び代表者の氏名 殿 

事業主体の住所  

名称及び代表者の氏名 

令和  年  月 日付けで貴○○から提出のあった令和  年度○○地域プロジェクト運
営事業精算払請求書の内容を確認した結果、令和 年度○○地域プロジェクト運営事
業の助成金の額は金 円に確定したので通知する。  

なお、精算額として、 金 円を別途支払ったので併せて通知する。 
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【別記様式第１２号】  

 

地域プロジェクト設置申請書  

 

番 号 

年 月 日 

 

水産庁長官 殿 

（事業主体経由）  

住 所 

名称及び代表者の氏名 

 
今般、漁業の構造改革を推進するため、別紙のとおり○○地域プロジェクト設置要 

綱を定め、これに基づき○○地域の漁業改革推進集中プロジェクトを設置したいので、
漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２
９０８号水産庁長官通知）第３の２の（２）のアの規定に基づき、承認を申請します。 
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【別記様式第１３号】  

 

○ ○地域プロジェクト運営事業実施計画承認申請書  

 

番 号 
年 月 日 

 

水産庁長官 殿 
（事業主体経由）  

住 所 
名称及び代表者の氏名 

 
令和 年度の地域プロジェクト運営事業の実施計画を下記のとおり策定したので、漁業

改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２９
０８号水産庁長官通知）第３の２の（２）のエの規定に基づき、承認を申請します。  

記 

１．事業の必要性及び令和 年度の事業方針 

２．プロジェクトの対象予定としている漁業種類  

 

３．プロジェクトの対象予定としている地域又はグループの範囲   

 

４．改革計画の認定を受けようとする時期：  

※ 操業転換方針の認定を受けようとする場合は、「改革計画」を「操業転換方針」と置き換えるこ 

と。 

 

５．地域協議会開催計画  
 

開催時期  協議内容  備考  

   

   

   

   

   

 

６．調査研究に関する事項  

 

７．中小漁業経営支援協議会に関する事項：別紙のとおり  
（注：中小漁業経営支援協議会を開催しない場合、又は同時に申請しない場合は記入不

要。７以降の番号は繰り上げて記載）  
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８．経費の配分  
 

経費区分   事業費  備考  

 

 

 

 

合 計 

  

※ 備考欄に経費区分の内容がわかるよう記載すること。  

９．その他  

※ 添付書類として、別添「みどりチェック」チェックシートに記載された各取組について、事業実

施期間中に実施する旨をチェックしたものを添付すること。  
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別添 

「みどりチェック」 チェックシート（漁業経営体向け） 

事業名 
 

Ver.3.1 

組織名 
  

代表者名 
 

↓該当する方に〇 

住所 
 申請時 

（します） 

 

連絡先 
 報告時 

（しました） 

 

・交付申請時に、全ての項目にチェックを入れ、事業実施期間中に各項目の内容に取り組んでください。解説書 

・実績報告時に、取り組んだ項目にチェックをして提出してください。 

・各項目において、どのような取組を行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧ください。 

・※の記載内容に「該当しない」場合は□にチェックしてください。 

チェック 環境関係法令の遵守 

□ ① みどり食料システム戦略の理解 

□ ② 関係法令の遵守 

□ ③ 漁船等の装置・機材の適切な整備と管理の実施に努める 

□ ④ ライフジャケット着用の徹底等、正しい知識に基づく作業安全に努める 

□ 適正な施肥 

□ ⑤ 
※藻場の維持管理等のための施肥を行う場合（該当しない □ ） 

肥料の適正な保管 

□ ⑥ 
※藻場の維持管理等のための施肥を行う場合（該当しない □ ） 

肥料の使用状況等の記録・保存に努める 

□ 適正な防除 

□ ⑦ 
※養殖を行う場合（該当しない □ ） 

水産用医薬品の適正な使用 

□ エネルギーの節減 

□ ⑧ 省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないように努める 

□ 悪臭及び害虫の発生防止 

□ ⑨ 悪臭・害虫の発生防止・低減に努める 

□ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分 

□ ⑩ プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理 

□ ⑪ 
※養殖を行う場合（該当しない □ ） 

生餌から配合飼料への転換もしくは給餌効率の向上等による給餌量削減を検討 

□ 生物多様性への悪影響の防止 

□ ⑫ 
※資源管理協定を締結している場合（該当しない □ ） 

資源管理協定の遵守 

□ ⑬ 
※養殖を行う場合（該当しない □ ） 

人工種苗生産技術が確立した魚種について、人工種苗使用を検討 

□ ⑭ 
※漁場改善計画を策定している場合（該当しない □） 

漁場改善計画の遵守 

②関係法令の遵守について、対象は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、食品循環資源の

再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法

律（平成7年法律第112号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）とする。 

 

 
 

 

 

 

 

＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞ 

・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行いま

す。 

・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省等で使用し、 

ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。 

                           上記について、確認しました→ □ 
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【別記様式第１４号】  

 

○○地域プロジェクト運営事業実施結果報告書  

 

番 号 
年 月 日 

 

水産庁長官 殿 
（事業主体経由）  

住 所 
名称及び代表者の氏名 

 
令和 年 月 日付けで承認のあった令和 年度の○○地域プロジェクト運営事業に

ついて、下記のとおり実施したので、漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領 
（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０８号水産庁長官通知）第３の２の（２）の
カの規定に基づき事業の結果を報告します。  

記 

１．事業の実施結果概要  

 

２．プロジェクトの対象とした漁業種類  

 

３．プロジェクトの対象とした地域又はグループの範囲  

 

４．当該期間における改革計画の認定の有無：  

※  操業転換方針の認定を受けようとする場合は、「改革計画」を「操業転換方針」と  

置き換えること。また、有りの場合は認定年月日を記載すること。  

 

５．地域協議会開催実績  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 備考欄に事業の進捗状況を記載すること 

６．調査研究に関する事項  

７．中小漁業経営支援協議会に関する事項：別紙のとおり  
（注：中小漁業経営支援協議会を開催しない場合、又は同時に申請しない場合は記入不要。   

７ 以降の番号は繰り上げて記載）  

開催年月日  協議内容  備考  
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８．経費の配分  

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 備考欄に経費区分の内容が分かるよう記載すること。  

９．その他  
※ 次年度以降の実施計画を有しない場合は、その旨を記載すること。  
※ 添付書類として、別添「みどりチェック」チェックシートに記載された各取組について、事業実 

施期間中に実施した旨をチェックしたものを添付すること。 
 
  

経費区分  事業費  備考  

 

 

 

 

 

合 計 
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別添 

「みどりチェック」 チェックシート（漁業経営体向け） 

事業名 
 

Ver.3.1 

組織名 
  

代表者名 
 

↓該当する方に〇 

住所 
 申請時 

（します） 

 

連絡先 
 報告時 

（しました） 

 

・交付申請時に、全ての項目にチェックを入れ、事業実施期間中に各項目の内容に取り組んでください。解説書 

・実績報告時に、取り組んだ項目にチェックをして提出してください。 

・各項目において、どのような取組を行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧ください。 

・※の記載内容に「該当しない」場合は□にチェックしてください。 

チェック 環境関係法令の遵守 

□ ① みどり食料システム戦略の理解 

□ ② 関係法令の遵守 

□ ③ 漁船等の装置・機材の適切な整備と管理の実施に努める 

□ ④ ライフジャケット着用の徹底等、正しい知識に基づく作業安全に努める 

□ 適正な施肥 

□ ⑤ 
※藻場の維持管理等のための施肥を行う場合（該当しない □ ） 

肥料の適正な保管 

□ ⑥ 
※藻場の維持管理等のための施肥を行う場合（該当しない □ ） 

肥料の使用状況等の記録・保存に努める 

□ 適正な防除 

□ ⑦ 
※養殖を行う場合（該当しない □ ） 

水産用医薬品の適正な使用 

□ エネルギーの節減 

□ ⑧ 省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないように努める 

□ 悪臭及び害虫の発生防止 

□ ⑨ 悪臭・害虫の発生防止・低減に努める 

□ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分 

□ ⑩ プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理 

□ ⑪ 
※養殖を行う場合（該当しない □ ） 

生餌から配合飼料への転換もしくは給餌効率の向上等による給餌量削減を検討 

□ 生物多様性への悪影響の防止 

□ ⑫ 
※資源管理協定を締結している場合（該当しない □ ） 

資源管理協定の遵守 

□ ⑬ 
※養殖を行う場合（該当しない □ ） 

人工種苗生産技術が確立した魚種について、人工種苗使用を検討 

□ ⑭ 
※漁場改善計画を策定している場合（該当しない □） 

漁場改善計画の遵守 

②関係法令の遵守について、対象は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、食品循環資源の

再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法

律（平成7年法律第112号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）とする。 

 

 
 

 

 

 

 

＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞ 

・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行いま

す。 

・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省等で使用し、 

ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。 

                           上記について、確認しました→ □ 
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【別記様式第１５号】 
番 号 
年  月  日 

 

事業主体の名称  
及び代表者の氏名 殿 

 

住 所 
名称及び代表者の氏名 

○○地域プロジェクト改革計画の認定申請書  

このことについて、別紙改革計画書のとおり○○地域プロジェクトにおける改革計
画を策定したので、水産業体質強化総合対策事業費補助金交付等要綱（令和４年〇月〇
日付け３水推第１４３３号農林水産事務次官依命通知）第３の１の（１）のアの 
（イ）の認定を受けたく、漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領（平成２
１年４月１日付け２０水管第２９０８号水産庁長官通知）第３の３の（２）の規定に
より提出します。  
 
※  操業転換方針の認定を受けようとする場合は、「改革計画」及び「改革計画書」  

を「操業転換方針」と置き換えること。  
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【別記様式第１６号】  

番 号 

年  月  日 

 

事業主体の名称  

及び代表者の氏名 殿 

住 所 

名称及び代表者の氏名 

○○地域プロジェクト改革計画の変更申請書  

 

このことについて、令和  年  月  日付け（  番号  ）で認定された当該地域の改革

計画について、下記により内容の一部を変更したく、別紙のとおり変更後の改革計画

書を作成したので、漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領（平成２１年４

月１日付け２０水管第２９０８号水産庁長官通知）第３の３の（３）の規定により提

出します。  

 

記 

 
※１ 操業転換方針の認定を受けようとする場合は、「改革計画」及び「改革計画書」  

を「操業転換方針」と置き換えるこ

と。 

※２  変更理由を簡潔に記載すること。  
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【別記様式第１７号】 

令和 年度地域プロジェクト運営事業に対する助成金交付実績報告書 

 

番 号 
年 月 日 

 

水産庁長官 殿 

 

事業主体の住所  
名称及び代表者の氏名 

令和 年度の地域プロジェクト運営事業に対する助成金交付実績を下記のとおり取
りまとめたので報告します。  

 

記 
（ 単位：円）  

 

地域プロジェク 
ト運営者の名称  

交付決定  概算払  

助成金確定額   
 

備考  

金 額 年月日   金額  年月日   

       

合計額  
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【別記様式第１８号】 

養殖業改善計画の作成・外部評価に係る助成金交付申請書  

 

番 号 
年 月 日 

 

事業主体の名称  

及び代表者の氏名 殿 

住 所 

名称及び代表者の氏名 

 
養殖業改善計画の作成・外部評価に係る助成金について、漁業改革推進集中プロジェ  

クト運営事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０８号水産庁長官通知） 
第２の５の（３）に基づき下記のとおり交付を申請します。  

 

記 

 

１．助成金の額  

項目  必要な助成金の額   概算払い   備考  

 円 有・無   

合計     

※ 概算払い有りに○をした場合には、備考欄に予定時期と理由を項目毎に記載すること。 

２．振込先  

 

 

 

 

 

 

※ 通帳の見開き（上記項目が記載されている。）の写しを提出のこと。 

３．添付書類  

・養殖業改善計画書（事業主体が別に指定する様式）  

項目  振込口座  

金融機関名 

（支店名） 

 

預金種目

口座番号 

普通・当座・その他  

（フリガナ）

口座名義 
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【別記様式第１９号】 

養殖業改善計画の作成・外部評価に係る助成金交付決定通知書  

 

番 号 
年 月 日 

 

養殖経営体の 

名称及び代表者の氏名 殿 

事 業 主 体 の 住 所

名称及び代表者の氏名 

 
令和  年  月  日付け（  番号  ）で貴殿から申請のあった養殖業改善計画の作成・外部

評価に係る助成金について、申請のとおり交付することを了承したので、漁業改革推進集
中プロジェクト運営事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０８号水産庁長
官通知）第２の５の（４）に基づき通知します。  
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【別記様式第２０号】 

令和 年度養殖業改善計画の作成・外部評価に係る助成金概算払請求書 

 

番 号 
年 月 日 

 

事業主体の名称  

及び代表者の氏名 殿 

住 所 

名称及び代表者の氏名 

 
令和 年 月 日付け（ 番号 ）で通知のあった交付決定通知書に基づき、下記の

とおり概算払により支払されたく、漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領  
（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０８号水産庁長官通知）第２の５の（５）に基づ
き請求します。  

 

記 

 

１．請求額  

（単位：円）  

項目  交付決定額   

(a) 

既受領額 

(b) 

今回請求額 

(c) 

残 額 

a-(b+c) 

備考  

 

合計  

     

 

２．振込先  

 

 

 

 

 

 

 

※ 通帳の見開き（上記項目が記載されている。）の写しを提出のこと。 

３ ．添付書類 

・見積書 

項目  振込口座  

金融機関名 

（支店名） 

 

預金種目

口座番号 

普通・当座・その他  

（フリガナ）

口座名義 
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【別記様式第２１号】 

令和年度養殖業改善計画の作成・外部評価に係る助成金精算払請求書  

 

番 号 
年 月 日 

 

事業主体の名称  

及び代表者の氏名 殿 

住 所 

名称及び代表者の氏名 

 
令和 年 月 日付け（ 番号 ）で事業主体から承認のあった当養殖経営体が行った

令和 年度の養殖業改善計画の作成・外部評価について、別紙のとおり実施結果を報
告しますので、漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領（平成２１年４ 月１日
付け２０水管第２９０８号水産庁長官通知）第２の５の（ ７ ）に基づき精算額として    
金  円を請求します。  

 

記 

 

１．請求額  

 

項目  交付決定額   

(a) 

既受領額 

(b) 

今回請求額 

(c) 

不 要 額 

a-(b+c) 

備考  

 

合計  

     

 

２．振込先  

 

 

 

 

 

 

 

※ 通帳の見開き（上記項目が記載されている。）の写しを提出のこと。 

３ ．添付書類 

・外部機関による評価書の写し  

・請求書、領収書の写し  

項目  振込口座  

金融機関名 

（支店名） 

 

預金種目

口座番号 

普通・当座・その他  

（フリガナ）

口座名義 
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【別記様式第２２号】 

令和 年度養殖業改善計画の作成・外部評価に係る助成金の額の確定通知 

 

番 号 
年 月 日 

 

養殖経営体の 

名称及び代表者の氏名 殿 

事 業 主 体 の 住 所

名称及び代表者の氏名 

 
令和  年  月  日付けで貴殿から提出のあった令和  年度養殖業改善計画の作成・外

部評価に係る助成金精算払請求書の内容を確認した結果、令和 年度養殖業改善計画の作
成・外部評価に係る助成金の額は金 円に確定したので通知する。  

なお、精算額として、金 円を別途支払ったので併せて通知する。 
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【別記様式第２３号】 

 

番 号 
年 月 日 

 

事業主体の 

名称及び代表者の氏名 殿 

住 所 

名称及び代表者の氏名

養殖業改善計画の認定申請書  

このことについて、別紙養殖業改善計画書のとおり外部評価を踏まえた改善計画を策
定したので、水産業体質強化総合対策事業費補助金交付等要綱（令和４年３月２８日付け３
水推第１４３３号農林水産事務次官依命通知）第３の１の（１）のアの（ウ）の（ⅲ）の認
定を受けたく、漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領（平成２１年４月１日
付け２０水管第２９０８号水産庁長官通知）第２の５の（９）の規定により提出します。  
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【別記様式第２４号】 

 

番 号 
年 月 日 

 

養殖経営体の 

名称及び代表者の氏名 殿 

事 業 主 体 の 住 所

名称及び代表者の氏名 

 

養殖業改善計画の認定について  

 
令和  年  月  日付け（  番号  ）で貴殿から申請のあった改善計画については、令

和  年  月  日に開催された評価委員会の審査の結果、水産業体質強化総合対策事業費補助
金交付等要綱（令和４年３月２８日付け３水推第１４３３号農林水産事務次官依命通知）第３の
１の（１）のアの（ウ）の（ⅲ）の認定をすることとされ、別紙認定書が発給されたので
通知する。  

※  認定書を添付のこと。 
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【別記様式第２５号】 

 

番 号 
年 月 日 

 
 

事業主体の名称  
及び代表者の氏名 殿 

 

住 所 
名称及び代表者の氏名 

養殖業再建計画の承認申請書 

このことについて、別紙養殖業再建計画のとおり再建計画を作成したので、水産業
体質強化総合対策事業費補助金交付等要綱（令和４年３月２８日付け３水推第１４３３号
農林水産事務次官依命通知）第３の１の（１）のアの（オ）の承認を受けたく、漁業改
革推進集中プロジェクト運営事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２９
０８号水産庁長官通知）第２の５の（1 1）の規定により提出します。  
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【別記様式第２６号】 

 

番 号 
年 月 日 

 
 

養殖経営体の 
名称及び代表者の氏名 殿 

 

事業主体の住所 
名称及び代表者の氏名 

養殖業再建計画の承認について  

令和 年 月 日付け（番号）で貴殿から申請のあった養殖業再建計画について
は、水産業体質強化総合対策事業費補助金交付等要綱（令和４年３月２８日付け３水推
第１４３３号農林水産事務次官依命通知）第３の１の（１）のアの（オ）により承認す
るので通知する。 
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【 別添１】 

 

 

 

 

整理番号  

 

 

 

 

 

 

 

○○地域プロジェクト改革計画書  
 

 

 

 

 

 

地域プロジェク ト 名 
 

 

 
地 域 プ ロ ジ ェ ク ト
運 営 者 

名 称 
 

代表者の役職  
及び氏名 

 

住 所 
 

計画策定年月 年 月 計画期間   年度～ 年度 

実証事業の  種類  ※ 

 

 

 

 

 

 

 
※ 「改革型漁船等の収益性改善の実証事業」、「漁船等の収益性回復の実証事業」、

「先端的養殖モデル地域における収益性向上の実証事業」のいずれかを記入するこ
と。 
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１  目的 

 

２  地域の概要 

※ 地域産業としての漁業の位置づけ、漁業の概要、対象資源の状況（養殖業に

あっては、漁場環境の状況）等を記載すること。  

※ この地域プロジェクトにおいて、過去に認定を受けた改革計画が存在する場

合は、当該計画の進捗状況及び検証結果について記載し、当該計画の成果を踏

まえた内容とすること。  

 

３ 計画内容 

（ １）参加者等名簿  

※    漁業関係、流通・加工関係、金融・経営等関係・研究関係、地方公共団

体 、学識研究者等の別に記載すること。  

 

（２）改革のコンセプト  

＜生産に関する事項＞  

※ 「改革型漁船等の収益性改善の実証事業」においては、閉鎖された甲板室を有

する漁船を導入する場合、自動船舶識別装置（ＡＩＳ）（受信機のみのものを除

く。）の設置について記載すること。ただし、構造上の理由により設置が不可能

な漁船や、操業の状況に鑑み設置することが特に不要な場合を除く。  

※  漁船の乗組員に対するライフジャケットの着用の徹底について記載すること。  

 

＜資源管理に関する事項（養殖業にあっては、漁場環境の改善に関する事項）＞  

※ 対象水産資源に関する資源管理協定（漁業法（昭和２４年法律第２６７号）

第１２４条に基づき締結され、同第１２５条に基づき農林水産大臣又は都道府

県知事の認定を受けたもの。）に基づく取組を含めること。  

 

＜流通・販売に関する事項＞   

 

＜政策手法のグリーン化に関する事項＞  

※ 漁船漁業にあっては、水揚量又は水揚金額当たりの燃油使用量について、原則

直近５年平均を用いて算出した実績と比べて１０％以上の削減が図られている

ことを示すこと。  

※ 養殖業にあっては、持続的養殖生産確保法に基づく漁場改善計画に参加してい

る場合は、それを遵守していることを示すこと。その他、天然資源や漁場環境

に負荷をかけない持続可能な養殖業への取組がある場合はそれを示すこと。  

 

＜支援措置（漁業構造改革推進事業その他国庫助成事業、制度資金）の活用に関す

る事項＞  
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（ ３ ） 改革の取組内容 

 

大 事項  中事項 現状と課題  取組記号・取組内容 見込まれる効果（数値）  効果の根拠 

       

       

       

＜記入に当たって＞  
・「大事項」欄には、生産、資源管理、漁場環境改善、流通・加工等、当該取組の分野が分かる事項名を記載すること。 

・「中事項」欄には、省コスト化、漁船の合理化等、当該取組がどのような効率化に係る取組か分かる事項名を記載すること。

なお、複数の漁業種類の取組を行う場合は、漁業種類ごとに記載すること。 

・「取組内容」欄には、取組を行う者を明記すること。 

・「見込まれる効果」欄には、改革の取組により見込まれる効果について、現状との比較を定量的に記載するとともに、その

検証方法を示すこと。 

・「効果の根拠」について当該欄への記載と別に、地域プロジェクトにおける検討資料等、詳細が分かる資料を別途添付するこ
と。 
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（ ４）改革の取組内容と支援措置の活用との関係 

①  漁業構造改革総合対策事業の活用 

 

取組  
記号   

 

事業名  

 

改革の取組内容との関係 

 

事業実施者   実施年度 

     

     

     

 

 

もうかる漁業創設支援事業に要する助成金（見込み）  

事業期間と所要額 用船料等補助金（百万円）  運転経費助成金（百万円） 

１事業期間 
  

２事業期間 
  

３事業期間 
  

＜記入に当たって＞  

・「取組記号」欄には、（３）で用いた取組記号を記入すること。 

・もうかる漁業創設支援事業を実施しようとする場合であって、既に用船等の公募を行っ

ているときには、「改革の取組内容との関係」欄に船名、所有者名、総トン数等を可能

な範囲で記載すること。 

 

②  その他関連する支援措置 

 

取組  
記号   支援措置、制度資金名 改革の取組内容との関係 

事業実施者   
（借受者）  

 

実施年度 

     

     

     

＜記入に当たって＞  

・「取組記号」欄には、（３）で用いた取組記号を記入すること。 

・「支援措置、制度資金名」の欄には、活用を予定する支援措置の名称を記入し、国庫

補助事業以外の補助事業についても記載すること。 

 

 

 

 

 



51  

 

（ ５）取組のスケジュール 

①  工程表 

取組記 号 取組内容   年 度 ○○○ ○○  

   

＜記入に当たって＞  

・（３）における取組記号を用い、検討・導入期間を点線---で、実施・普及期間を

実線―で記入すること。 

・改革の取組により想定される波及効果についても、可能な限り記入すること。 
・認定改革計画の効果検証に係るスケジュールについても、記載すること。 
・「年度」欄には、改革１年目（期目）から５年目（期目）までに対応する年度記

載すること。 
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４  漁業経営の展望（改革型漁船等の収益性改善の場合）  
＜経費等の考え方＞  
※ 漁業種類ごとに改革計画に参加する漁業者の操業・生産の概要、収益の改善見込 

みとその考え方を記載すること。 

 

＜○○漁業＞  

（ １）収益性改善の目標 

（単位：水揚量はトン、その他は千円） 

 
現状 改革１年目   ２年目   ３年目   ４年目   ５年目   

収入  

収 入 合 計
水  揚  量 
水  揚  高
引当金戻入
その他収入 

経費  

経 費 合 計
人  件  費 
燃  油  代 

修  繕  費 

漁  具  費 

そ  の  他 

保 険 料公 
租 公 課販 
売 経 費 
一般管理費 

減価償却費 

退職給付引当金繰入
特別修繕引当金繰入

その他引当金繰入 

      

利益  
      

償却前利益  
      

 

 

 

※ 同一漁業種類であっても、改革計画に参加する漁業者の標準的な経営形態が複数パ

ターンある場合には、それぞれについて作成すること。 

※  段階的に船団構成を改革する場合等の漁業経営の展望について、必要と考える資料があ

る場合には添付すること。 

※ 養殖業に係る実証事業にあっては、収益については生産量及び生産高を、経費につ

いては記載事項に加え、えさ代、種苗代（核代）についても記載すること。また、生産

削減計画がある場合は記載すること。 

※ 養殖業に係る実証事業にあっては、経営体の評価を行うため、実証事業外の事業がある

場合には、当該事業を含めた経営体全体の収支表を作成するとともに実証事業に係る

収支表を作成すること。 
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次 世代船 建造 

ま での年 数 

養殖生け簀等の更新

までの年数 

 

 

※ 養殖業に係る実証事業にあっては、「改革１年目」を「改革１期目」「２年目」から

「５年目」についても同様に「２期目」から「５期目」と記載）とし、養殖の開始か

ら出荷までの収入及び経費について記載することができる。 

※ その他引当金繰入とは、賞与引当金繰入、役員賞与引当金繰入等当該取組に係る負債性

引当金繰入をいう。 

※ 洗替法による引当金繰入を計上している場合等翌期に収益化するものは、引当金戻入を

計上すること。 

（ ２）次世代船建造の見通し 

 

× ＞ 

 

 

※ 「償却前利益」は、改革５年目の数値、改革３～５年目の平均値等、目標達成時の

見通しに基づき記載すること。 

※  船価については、造船所見積等に基づき記載すること。 

 

 

※養殖業に係る実証事業にあっては、以下の内容を記載すること。 

（ ２）養殖生け簀等の更新の見通し 

 

× ＞ 

 

 

※ 「償却前利益」は、改革５期目の数値、改革３～５期目の平均値等、目標達成の見

通しに基づき記載すること。 

 

（ 参考）改革計画の作成に係る地域プロジェクト活動状況 
 

実施時期   協議会・部会 活動内容・成果 備考  

    

    

償却前 利益  

百万円   

船価（造船所見積）  

百 万円  

償却前利益  

百万円   

養殖生け簀等の取得費

合計額 
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４  漁業経営の展望（漁船等の収益性回復の場合） 
＜経費等の考え方＞  

※ 漁業種類ごとに改革計画に参加する漁業者の操業・生産の概要、収益の改善見込   

みとその考え方を記載すること。 

 

＜○○漁業＞  

（ １）収益性回復の目標 

（単位： 水揚量はトン、その他は千円） 

 
現状 改革１年目   ２年目   ３年目   ４年目   ５年目   

収入  

収 入 合 計

水 揚 量 
水 揚 高 
引 当金 戻 入
そ の他 収 入 

経費  

経 費 合 計

人 件 費 
燃 油 代 

修 繕 費 

漁 具 費 

そ の 他 

保  険  料
公 租 公 課販 
売 経 費 
一 般管 理 費
減 価償 却 費 

退職給付引当金繰入
特別修繕引当金繰入
その他引当金繰入 

      

利益  
      

償却前利益  
      

※ 同一漁業種類であっても、改革計画に参加する漁業者の標準的な経営形態が複数パター

ンある場合には、それぞれについて作成すること。 

※ 段階的に船団構成を改革する場合等の経営展望について、必要と考える資料がある場合

には添付すること。 

※ 養殖業に係る実証にあっては、収益については生産量及び生産高を、経費については記

載事項に加え、えさ代、種苗代（核代）についても記載すること。また、生産削減計

画がある場合は記載すること。 

※  養殖業に係る実証にあっては、「改革１年目」を「改革１期目」（「２年目」から「５ 

年目」についても同様に「２期目」から「５期目」と記載）とし、養殖の開始から出荷ま

での収入及び経費について記載することができる。 

※ その他引当金繰入とは、賞与引当金繰入、役員賞与引当金繰入等当該事業に係る負

債性引当金繰入をいう。 
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※ 洗替法による引当金繰入を計上している場合等翌期に収益化するものは、引当金戻

入を計上すること。 

（ ２）収益性回復の評価 
 

※ 「償却前利益」は、改革５年目の数値、改革３～５年目の平均値等、目標達成時の
見通しに基づき記載すること。 

 

（参考）改革計画の作成に係る地域プロジェクト活動状況 
 

実施時期   協議会・部会 活動内容・成果 備考  

    

    

 

償却前利益について、地域の実情に応じて代船又は養殖生け簀等の取得ま

での年数を踏まえた評価を記載すること。 



56  

整理番号  

○○都道府県○○漁業 操業転換方針 

【別添２】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域プロジェクト名称  

 

 

 

 

地域プロジェクト 

運 営 者 

名 称  

 

代表者の役職

及び氏名 

 

住 所  

 

 

方針策定年月  年 月  計画期間 年度～ 年度 
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１  目的 

 

２  地域の概要 

※ 地域産業としての漁業の位置付け、漁業の概要、対象資源の状況、海洋環境の変

動状況等を記載すること。 

※ 都道府県単位ではなく地域単位で策定する場合には、都道府県としての全体方針

を記載すること。 

※ 過去に認定を受けた操業転換方針に新たな地域を追加するなど転換方針の変更を

行う場合は、当該転換方針の進捗状況及び検証結果について記載し、当該転換方針

の成果を踏まえた内容とすること。 

３  方針内容 

（ １）参加者等名簿 

※  漁業・漁具関係、流通・加工関係、金融・経営等関係、研究関係、地方公共団
体、学識経験者等の別に記載すること。 

（ ２）操業転換のコンセプト 

※ 必要に応じ地域や漁業種類ごとに分けて記載すること。 

＜操業・生産に関する事項＞  

※  ２に記載した海洋環境の変動状況を受け、漁業種類や漁獲対象種の転換、養殖
業との兼業等 、具体的な対応方針を記載すること。 

 

＜流通・販売に関する事項＞ 

 ※  操業・生産の工夫を受けた付加価値向上の取組等、流通・販売の取組を記載す
ること。 

 ※  もうかる漁業創設支援事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２９
０６号水産庁長官通知）第１の２－２の（３）に基づき生産・販売に係る機材の
導入について承認を受けようとする場合には、当該機材が操業・生産と流通・販
売を繋ぐために必要不可欠な機材である理由を記載すること。 

＜資源管理に関する事項（養殖業にあっては、漁場環境の改善に関する事項）＞  
※ 対象水産資源に関する資源管理協定（漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２４

条に基づき締結され、同第１２５条に基づき農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受
けたもの。）に基づく取組を含めること。 

＜漁船の安全性、居住性及び作業性に関する事項＞  

※ 船内インターネット環境の整備、自動船舶識別装置（ＡＩＳ）（受信機のみ
のものを除く。）の設置等について記載すること。ただし、構造上の理由によ
り設置が不可能な漁船や、操業の状況に鑑み設置することが特に不要な場合を
除く。 

※  漁船の乗組員に対するライフジャケットの着用の徹底について記載すること。 
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（３）操業転換の取組内容 
 

大事項  中事項 現状と課題  取組記号・取組内容 見込まれる効果（数値） 効果の根拠 

       

       

       

＜記入に当たって＞ 
・「大事項」欄には、操業・生産、流通・販売、資源管理等、当該取組の分野が分かる事項名を記載すること。 
・「中事項」欄には、省コスト化、効率化、付加価値向上等、当該取組が分かる事項名を記載すること。 
・「見込まれる効果」欄には、操業転換の取組により見込まれる効果について、現状との比較を定量的に記載するとともに、その検証方法

を示すこと。 
・「効果の根拠」について当該欄への記載と別に、地域プロジェクトにおける検討資料等、詳細が分かる資料を別途添付すること。 
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（ ４）操業転換の取組内容と支援措置の活用との関係 
漁業構造改革総合対策事業の活用 

 

取組  

記号  
事業名 取組内容との関係 事業実施者 実施年度 

     

     

＜記入に当たって＞  
・「取組記号」欄には、（３）で用いた取組記号を記入すること。 

（ ５）取組のスケジュール 
①  工程表 

 

取組  
記号   

取組内容 
年度 

○○ ○○○・・・ 

   

   

   

   

＜記入に当たって＞  

・「取組記号」欄には、（３）で用いた取組記号を記入すること。 

・「年度」欄には、１年目（期目）から５年目（ 期目）までに対応する年度を記載

し、検討・導入期間を点線…で、実施・普及期間を実線―で記入すること。また、

地域や漁業種類ごとにスケジュールが異なる場合は、その内容が分かる工程表を作

成すること。 

 
  



60  

４ 漁業経営の展望 

＜経費等の考え方＞  

※ 実証に取り組む漁業の操業・生産の概要、収益性の向上見込みとその考え方等を記
載すること。 

 

収益性向上の目標 

（単位：水揚量はトン、その他は千円） 

 現状 転 換 
１年目  ２年目  ３年目  ４年目  ５年目  

収入  

収 入 合 計
水  揚  量 
水  揚  高 
そ の 他 収 入 

経費  

経 費 合 計
人 件 費 
燃 油 代 

漁 具 費 

そ の 他 

      

利益  
      

償却前利益  
      

 

＜記入に当たって＞  
・想定される操業転換のパターンごとに、当該地域のモデル的な収支を記載す

ること。 
・養殖業に係る取組にあっては、収益については生産量及び生産高と置き換え

ること。また、養殖業との兼業にあっては、収益については漁業分と養殖分
を分けて記載すること。 

・養殖業に係る取組にあっては、「改革１年目」を「改革１期目」（「２年目」
から「５年目」についても同様に「２期目」から「５期目」と記載）とし、
養殖の開始から出荷までの収入及び経費について記載することができる。 

・必要に応じ、６年目以降の目標も記載すること。 
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（別紙様式例１） 

 

中央プロジェクト本部設置要綱 

（設置）  
第１ ○○○【事業主体名】は、漁業改革推進集中プロジェクト中央本部（以下「中央プ

ロジェクト本部」という。）を設置する。 

（組織及び任務等）  
第２ 中央プロジェクト本部は、漁業改革推進集中プロジェクト中央協議会（以下「中央

協議会」という。）及び事務局からなるものとする。 
１  中央協議会 
（ １）中央協議会は、別表の１の委員をもって組織する。 
（２）中央協議会に会長一人を置き、委員のうちから委員の互選によってこれを決め

るものとする。 
（ ３）会長は、中央協議会の議長となり、会務を総理する。 
（４）中央協議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合における

会長の職務を代理する者を定めておかなければならないものとする。 
（５）会長は、協議会に国又は地方公共団体の水産担当部局職員の出席を求め、助言

及び指導を受けることができる。 
（６）委員の任期は１年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 
（ ７）委員は、再任されることができる。 
（８）事業主体の長は、委員が破産の宣告を受け、又は禁固以上の刑に処せられたと

きは、その委員を解任しなければならないものとする。 
（９）事業主体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認め、又は

委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、
これを解任することができるものとする。 

（10） 中央協議会は、漁業改革推進集中地域プロジェクトの作成する改革計画及び操
業転換方針の審議、認定、助言及び検証を行う。 

（11）中央協議会には、○○ 部会を設置する。 
① ○○ 部会は、別表の２の委員をもって組織する。 
② ○○ 部会は、 ○○○○ に関し、専門的立場から中央協議会を支援する。 

２  事務局 

（ １）事務局員は、別表の３のとおりとする。 

（２）事務局は、漁業改革推進集中プロジェクトを推進するために必要な事務等を行
う。 

（秘密保持義務）  

第３  ○○○（漁業者団体名）の役員若しくは職員若しくは中央協議会委員、事務局員、 

（専門部会委員）又はこれらの職にあった者は、漁業改革推進集中プロジェクトの実
施に当たり、中小漁業者、金融機関等から入手したプロジェクト対象者に係る財務資
料等の情報を厳重に管理し、外部に遺漏しないようにしなければならない。 
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（別表）  

１．中央協議会委員、オブザーバー名簿 

所属機関 役職 氏名 

   

２．○○部会委員名簿 

経歴  専門分野 氏名 実績等  

    

３．事務局員名簿 

所属機関 役職 氏名 
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（別紙様式例２）  

 

○○地域プロジェクト設置要綱 

（設置）  
第１  ○○○【地域プロジェクト運営者名】は、○○地域プロジェクト（以下単に 

「プロジェクト」という 。）を設置する。 

（組織及び任務等）  

第２ プロジェクトは、地域プロジェクト協議会（以下「地域協議会」という。）、事
務局（及び○○中小漁業経営支援協議会）からなるものとする。  
１  地域協議会 

（１）地域協議会は、別表の１の委員をもって組織する。 

（２） 地域協議会に会長一人を置き、委員のうちから委員の互選によってこれを決
めるものとする。 

（３）会長は、地域協議会の議長となり、会務を総理する。 
（４）地域協議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合におけ 

る会長の職務を代理する者を定めておかなければならないものとする。  
（５）地域協議会は、改革計画の作成及び実施等に対する助言及び指導を受けるた

め、国又は地方公共団体の水産担当部局職員等必要な者の出席を求めるこ
とができる。 

（６）委員の任期は３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委
員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（７）委員は、再任されることができる。 

（８）プロジェクト運営者の長は、委員が破産の宣告を受け、又は禁固以上の
刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならないものとする。  

（９）プロジェクト運営者の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができ
ないと認め、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行
があると認めるときは、これを解任することができるものとする。 

（ 10）地域協議会は、プロジェクトにおける改革計画を作成し、中央協議会の
認定を受けるとともに、認定された改革計画の実施状況の把握とともに必
要な指導・助言等を行う。 

（ 11 ）地域協議会は認定改革計画の実証結果等について検証する。 
（ 12 ）地域協議会には、○○部会を設置する。 

①○○部会は、別表の２の委員をもって組織する。 

②○○部会は、○○○○に関し、専門的立場から地域協議会を支援する。 

２  事務局 

（１）事務局員は、別表の３のとおりとする。 

（２）事務局は、プロジェクトを推進するために必要な事務等を行う。  

３  ○○中小漁業経営支援協議会（ 必要に応じて記載すること 。）別紙○○中小漁業
経営支援協議会設置要綱のとおり。 

（秘密保持義務）  
第３ ○○○（ 漁業者団体名）の役員若しくは職員若しくは地域協議会委員、事務局

員、（○○部会委員）又はこれらの職にあった者は、漁業改革推進集中プロジ
ェクトの実施に当たり、中小漁業者、金融機関等から入手したプロジェクト対
象者に係る財務資料等の情報を厳重に管理し、外部に遺漏しないようにしなけれ
ばならない。 

 
※ 操業転換方針を作成しようとする場合には、「改革計画」を「操業転換方針」と

する等、適宜必要な変更を加えること。
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（別表）  

 

１．地域協議会委員、オブザーバー名簿 

所属機関 役職  氏名 

   

 

２．○○部会委員名簿 

経歴  専門分野 氏名  実績等  

    

 

３．事務局員名簿 

所属機関 役職  氏名 

   

 


